
マイホーム借上げと残価保証

持続可能性のある住宅ビジネスへの転換

本日は以下についてお話します。

本日の内容

1. いま住宅市場で何が起きているか？ 
2. 持ち家取得の合理性 
3. マイホーム借上げ制度＋かせるストック証明書 
4. 残価保証で長期優良住宅の価値を可視化する 
5. 残価設定型住宅ローンの登場 
6. すぐに残価＋あとから残価 
7. 残価保証による住宅の差別化 
8. 維持保全のバックアップ体制の重要性 
9. ＦＡＱ



いま住宅市場で何が起きているか

• 建物価格が主導する
住宅価格の高騰
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ペアローン・連帯債務で収入合
算しないと家が買えない時代に

建築面積
の減少 
グレード
ダウン



借入額増大＋期間長期化は老後の人生に悪影響
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前提 借入額 3000 万円

金利 1.5%

（金額:万円）

55歳 60歳 65歳 70歳 80歳

30歳 35年 9.19 1,023 531 0 0 0

35歳 35年 9.19 1,480 1,023 531 0 0

40歳 35年 9.19 1,904 1,480 1,023 531 0

45歳 35年 9.19 2,297 1,904 1,480 1,023 0

50歳 30年 10.35 2,589 2,146 1,668 1,153 0

55歳 25年 12.00 3,000 2,486 1,933 1,336 0

55歳 60歳 65歳 70歳 80歳

30歳 40年 8.32 1,340 926 480 0 0

35歳 40年 8.32 1,723 1,340 926 480 0

40歳 40年 8.32 2,079 1,723 1,340 926 0

45歳 35年 9.19 2,297 1,904 1,480 1,023 0

50歳 30年 10.35 2,589 2,146 1,668 1,153 0

55歳 25年 12.00 3,000 2,486 1,933 1,336 0

各年齢における借入残高開始

年齢

借入

期間

月

返済額

開始

年齢

借入

期間

月

返済額

各年齢における借入残高

目安として5年期
間を伸ばせば金利
を0.5％下げるの
と同じ効果 
たかが5年、され
ど5年。ローン後半
は退職後となるた
め長期化による負
担は収入が減少し
た老後の生活に悪
影響

持ち家取得の合理性

それでも家（特に戸建）は買ったほうがよい 



１．賃貸住宅は狭い

ファミリー住宅は買うしかない
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２．持ち家は老後の居住保障
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2025年１月総人口推計
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令和５年住宅・土地統計調査　住宅及び世帯に関する基本集計

高齢借家世帯の家賃負担 
（民営借家月家賃平均）

標準的な年金月額（令和7年）
国民年金（一人当り） 厚生年金（夫婦2人分）

69,308 232,784
65歳以上の単身世帯 52,049 75% 22%
65歳以上の夫婦世帯 69,123 100% 30%

出所：日本年金機構
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３．住宅ローンは単なる借金ではない

超長期：支払額の圧縮 
低利：金利上昇傾向ではあるが、優遇後の金利は企業向け金利より低い 
高融資比率：９割、１０割融資も 
団信の付保
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代金

賃貸

購入

家賃

住宅ローン

月返済

家を買えば，家賃は不要

完済すれば完全に
自分の物に

住宅ローンは家を毎月
の収入に見合った支出
（実質的な家賃）に転
換する役割を果たす

それ自身が社会政策
のツールとして多く
のメリットを有する

ただし、このメリットをこれからも享受するには
追加的な工夫が必要になっている



４．家は庶民にとって最大の資産
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⾦融資産
41%住宅宅地

59%

預貯⾦
27%

⽣命保険など
7%

有価証券
7%

その他
0%

現住居
47%

現住居以外
12%

世帯主が60歳以上の資産内訳

全国家計構造調査（2019）
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住む 家賃の支払い不要（居住保障）

90歳で半数以上が生存している時代。 
☆老後に「まだ住める」家は、家賃6.5万円×12か月
×30年＝2340万円の価値 
ただし、一般住宅はこの間に1000万円前後の補修費

遺す 昔は子どもが住むところ ★今は、相続させる頃には子どもも60歳。売らない
なら下手をすると迷惑空き家。

売る
昔は、土地が値上がりしたの
で、悪いようにはならなかっ
た。

今は、土地代が残る程度。ローンが残っていると返
しきれないリスクも。

借りる
住宅ローン きわめて高額を庶民でも借りられる。100％借りら

れる。ーーー＞社会政策としてのローン

リバースモーゲージ 死んで手放すわけだが、それに見合う資金が借りら
れるのか？

貸す マイホーム借上げ制度とかせる
ストック証明書（定額型）

☆家の価値を使い切って死ぬという新しい価値観 
全国の平均手取りは7万円余。0.5％の定期預金で同
じ金額を稼ぐには、1億6800万円の元本が必要。買
った家はそんなに高かった？

楽に返す 残価設定型住宅ローン かせるストック証明書が発行済みなら、残価査定を
すれば、既存ローンの借換えも可能。

これからはこの２つが住宅差別化の大きな要素に

こ
れ
ら
は
他
社
で
も
同
じ

家
の
資
産
性



マイホーム借上げ制度 
＋ 

かせるストック証明書

貸す

住まなくなった自宅、相続した家をお預かりしてお金に変える
公的な仕組みです。
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終身借上げ

国の基金

債務保証

空室保証



一般賃貸の「あるといいな」を実現します
普通借家では借家人に事実上更新権があるため、返してもらうことが難しくなる。 
これに対し、定期借家なら期限に確実に返してもらえる。 
そこで、多くの場合、3年程度で回転させていく。しかし、この場合、2年目以降
に退居が生じがちで再募集の期間は家賃がもらえない。 
一戸建ての賃貸は、数がまとまったアパートと違い収益性が低く手間もかかるので
取り扱う業者が少ない。 
不動産屋さんは、仲介をするだけなので、入居者とのトラブルが発生すると基本的
に貸主が直接対応する必要（一種の交通事故。遭遇してしまうと非常にストレスが
大きい）。
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こちらが希望する間はずっと借りていてもらいたいが、
定期借家で運用して、こちらが望めば、確実に出ていっ
てもらえるようにしてほしい。 
さらに、再募集中も家賃を払って欲しい。 
もし入居者とトラブルになったら、自分に代わって対応
し、問題のない状態で家を返して欲しい。

1. 普通借家における借家人の更新権 

借地借家法　 

第26条（建物賃貸借契約の更新等）建物の賃貸借に
ついて期間の定めがある場合において、当事者が期
間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対
して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなけれ
ば更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前
の契約と同一の条件で契約を更新したものとみな
す。ただし、その期間は、定めがないものとする。
以下略 

第28条（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件）建物
の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借
の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人（転借
人を含む。以下この条において同じ。）が建物の使
用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する
従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに
建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物
の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の
給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を
考慮して、正当の事由があると認められる場合でな
ければ、することができない。 

第30条（強行規定）この節の規定に反する特約で建
物の賃借人に不利なものは、無効とする。 

2. 定期借家契約 

第38条（定期建物賃貸借）期間の定めがある建物の
賃貸借をする場合においては、公正証書による等書
面によって契約をするときに限り、第30条の規定に
かかわらず、契約の更新がないこととする旨を定め
ることができる。以下略 

3. 原状回復義務 

民法　 

第621条（賃借人の原状回復義務） 
　賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた
損傷（通常の使用及び収益によって生じた賃借物の
損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条に
おいて同じ。）がある場合において、賃貸借が終了
したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することがで
きない事由によるものであるときは、この限りでな
い。
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マイホーム借上げ制度のポイント

「事業」とまではいえない家の賃貸をお手伝いします。 
• 事業用（アパートや最初から運用するつもりで購入した家）は利用できません。 
• 素人にはストレスの多い、入居者とのトラブル対応は全てＪＴＩが行います。 
• 家賃向上や募集期間短縮のために必要最小限の修繕のみを提案します。 
利用は原則として50歳以上（ただし多くの特例あり） 
一度入居者が入ったあとは家賃収入が途切れません。 
• 最初に入居者が入ったあとは、空室保証がなされます。 
• ＪＴＩの家賃支払いには、国の基金による債務保証があります。 
ご事情に合わせて終了させることができます。 
• 運用は原則として3年定期借家契約によるので、その切れ目で明渡し。 

- 戻る予定がなければ、長期運用にするほど安定。 

経年劣化は貸主の負担（民法の原則）
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年齢要件撤廃の特例
1.対象住宅が、移住・住みかえ支援適合住宅証明書（かせるストック証明書またはかｅせるオプ
ション証明書（残価設定型））の発行対象である場合 
2.制度利用者の海外赴任、国内転勤に伴う場合 
3.対象住宅が、制度利用者が相続したものである場合 
4.制度利用者が、国の移住支援金を受けた移住をする場合 
5.転職、家族もしくは利用者の介護・支援、利用者もしくは家族の病気療養、離婚、結婚、家族
状況の変化（増員・減員）、その他住み替えを余儀なくされる事情があると判断される場合
（個別に判断） 
6.居住の見込みがない、制度利用者が所有する事業用以外の住宅であって、空き家化防止の観点
から本制度による賃貸利用が適切であると判断される場合（個別に判断） 
7.当初転貸借の期間中に制度利用者の年齢が50歳を超える場合 
8.住宅ローンの返済困難者が金融機関の合意を得て家賃返済を行う場合

その他の特例や制度の詳細については、 
移住・住みかえ支援機構（JTI）にお問い合わせください。
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「初回増額家賃」制度について
長年住んできた家に、新しい人に快適に住んでもらうには、クリーニングと鍵の交換
に加えて、汚れたクロスの張り替えなど、多少のリフォームをしたほうがよいことが
あります（過去事例では20万～50万円程度が多い）。 
この場合、先にまとまった資金が必要なのに、家賃は最初の転借人が決まってからし
か入ってこないため、そのご負担が制度利用のハードルとなることがありました。 
そこで2025年11月より、JTI所定の上限金額の範囲内で（物件ごとの査定により、
50万円～180万円程度）、必要な修繕費の金額を限度に、初回家賃を入居者決定に
先立って、増額してお支払いする制度を開始しました。 
• 初回家賃は、JTIが工事完了を確認した上でお支払いします。 
• ２回目以降の家賃の支払い日や金額は、増額分を勘案して入居者決定後にお知らせします（第
２回の家賃支払い日までに借上げを終了させることは原則として不可）。 

• 初回増額を希望される場合、最初の転貸借期間を3年ではなく5年以上としていただきます。 
• JTIはご要望があれば必要な最低限の改修箇所を提案したり工事業者を紹介いたしますが、提
案に従ったり紹介業者を利用する義務は一切ありません。

21詳細は情報登録後のカウンセリング等の際にお問い合わせください。

新設
2025年11月

高齢期住み替えに伴う借上げ制度活用には多くのハードル
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健康不安、老化に伴う住み替えに直面してから借上げ制度を検
討するのでは手遅れ 

心身の障害により借上げ契約の締結や、契約締結後の契約管理
を行うことが難しくなる場合が多い。

長く住んだ家を賃貸運用するにあたっては、最低限の補修が必
要となるが、高齢期は少額の支出でもこれをためらう場合が多
く、制度利用の障害となっている。 

同様に、借上げ後に貸主の義務として行う必要のある修繕や設
備の取替え等を本人だけでなく、家族も対応する余裕がないこ
とが多い。 

この場合、一時的な出費が必要となるが、介護費用等で余裕が
ない場合が少なくない。 

貸主義務の外の任意修繕や災害等による高額修繕についても同
様の対応が必要だが、金額が大きいと家賃償還ができない可能
性がある。 

家賃収入が高齢者にとって重要な収入の一部となる場合、修繕
費等の償還で家賃がゼロとなることを避けたい。 

あらかじめ借上げを予約しておいて、住みかえざる
をえなくなったときは、すぐに家賃を受け取れるよ
うにできないか（予約申込制度）。

借上げ後の権利行使や義務の履行をあらかじめ選任
した代理人に委ねるが、委任状の偽造等により不正
が行われないように、機構が一定のチェックを行う
仕組みが必要（指定代理人・専任代理人制度）。

借上げ時の修繕費用を、初回家賃を増額して賄える
ようにできないか（初回家賃増額制度）。

一定金額内の修繕については、機構に転貸人として
やってもらえるようにできないか（おまかせ修繕）

修繕費用等は、機構が立て替えて家賃から償還を受
けるようにできないか（おまかせ修繕・家賃償還）

当面は家賃を支払って生活支援をすべき場合に、制
度利用者が死亡してから一括償還として、相続人が
支払わないときは対象住宅を売却して償還を受ける
ようにしてはどうか（死亡時精算特約）

一定の条件下で、最低保証家賃を支払うことができ
るようにする（最低保証家賃）。



マイホーム借上げの流れと家賃保証の仕組み
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情報会員登録

カウンセリング

家賃査定

ここまでは費用は
かかりません。

制度利用申込

上限募集家賃

下限募集家賃

次回空室時
保証家賃

入居者
募集

決定家賃 決定家賃

退居 入居者
再募集

申込時に17000円
の申込手数料がか
かります。

保証家賃

家賃保証開始
最初の
入居者

多くの人は、単に人が住んでいないだけの家を当然に「空き家」とは
思っていない。 
しかし、人の住んでいない家は、あっという間に「コストをかけて直
さないと人が住めない状態」に。 
• 台所・風呂場・冷暖房等の設備は使わないと急速に劣化 
• 掃除をしない 

- 閉め切った状態でもチリやホコリは積もって、それを餌に虫やカビが繁殖。 
• 換気による空気の入れ替えが行われない 

- 梅雨時期などには湿気が家の中にこもりやすく、カビも繁殖。木造住宅では、
カビや湿気は木を腐らせてしまう原因になる。特にカビ類は、高湿度で一気に
繁殖し、クロスや床、天井などの劣化が早くなるほか、床や屋根裏など、見え
ない部分も大きく劣化。 

- 最近の高気密住宅では、家具やクロスが数週間でカビだらけになることも。
24

住み替え・相続で人が住まなくなった家は、急速に傷ん
で「空き家」となり、資産から負債に変わる



• 修繕しない 
- 人が住んでいれば、雨漏りがしたり、地震や台風などで家の一部が損壊したりしても、
住む人が修繕するが、人が住んでいないと放置されてしまい、雨風の侵入により、劣化
が急激に加速。 

- 住む人がいれば、事前に何らかの対策をするが、人がいないとそのまま風水害が直撃。 
• 草が生え、虫が付く 

- 一軒家は庭や周囲の土に雑草が生い茂り、近所迷惑なだけでなく、壁に虫の巣ができた
り、シロアリがついたりして、家そのものの劣化にもつながる。 

こうしてしばらくすると家は本当に「空き家」化し、「管理不全空き家」を
経て、「迷惑空き家」、「特定空き家」という負の資産に変わる。

行政的にみた「空き家」

当面人が住んでいないだけの家

そのまま住める家 住むのに手のかかる家

庶民的感覚からみた「空き家」

管理不全空き家 特定空き家

感覚

事実

行政
特定空家：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と
なるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家。

マイホーム借上げの対象 最近は空き家を対象としたさまざまな
サービスやビジネスが登場

25

住宅ビジネスとマイホーム借上げ
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マイホーム借上げ契約家賃実績(2025.6まで)

借上げ期間
手取家賃合計金額

平均 最大額 最小額
10年以上 11,748,498 29,547,709 4,507,230

内終了分 10,962,377 21,735,092 4,507,230
5年以上10年未満 7,232,752 21,124,437 2,866,973

内終了分 6,917,980 18,135,391 2,866,973

従来： 土地開発→分譲・請負 
これから：潜在案件の「仕込み」が必須→いつ発生するかわからない需要をどうやっ

て確実に捕捉するか 
団塊世代が後期高齢者となり、ノーリターンの住み替えが激増する

住み替え・相続等で「人が住まない」状態となった家をマイホーム借上げ制度で賃貸化 
• 顧客にとっては売らずに安定収入に変わる（１０年間の平均家賃は１０００万円を超える） 
• 家が傷まずに次のアクションまで保全可能 
• 事業者にとっては、安定的な管理費とリフォームビジネスが確保 
• さらに、終了時における、売買・建替・大規模修繕といったビジネスを自然に確保可能



残価保証で 
長期優良住宅の価値を可視化する

「頑丈だから」から「お金になる」へ

28

戸建全体
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住団連所属事業者

頑丈な家でも売れば叩かれる 
でも、貸せば単純に3倍長く貸せる

家を一生かかって、「全額」買い切る時代は終わった。 
ローンの借入額増大＋借入期間長期化で、「ローンをどうするか」が家
を買う上で最大の考慮ポイントに。 
これからは、家を次の3つに分けて考える必要。 
1. 家族で住むための家（20～30年：標準的な家の耐用年数） 
2. 退職したら、ローンが重荷にならない家（それ以降：長寿命＋維持管理） 
3. 住まなくなったら確実に運用できる家（それ以降：長寿命＋維持管理） 
JTIは、全国で展開する、公的マイホーム借上げ制度を通じて「実現可
能な」収益還元価値を、家を購入した時点で保証 
• 長寿命住宅は、単純に収益還元価値が大きくなる。 
• ただし、建てたときに頑丈なだけではダメ。維持保全が確実になされる必要。

30

長期優良住宅 
の資産価値：



縮小する新築住宅市場で生き残るには 
住宅の「生涯価値:Life Time Value」を高める必要

自動車販売は、すでに、新車を維持管理（点検・車検）の
粗利が上回る状況。 
• このため、売った自動車が確実に「戻ってくる」ための仕組みと
して、「残クレ」を活用。 
- 残クレはお客の返済が楽になると同時に、販社にとって重要。 

住宅は自動車と違って危険物ではない。 
• 残価設定型住宅ローンは、顧客に安心を提供すると同時に、点検
や買取を通じて、売った住宅に対する「リフォーム」「買取再販」
等の「帯のビジネス」を確実に捕捉するための媒介手段となる。

31
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住宅ビジネスのドメイン拡張

33

長寿命化

新築時だけでなく、買取再販等や超
長期リース等を通じて一つのスケル
トンで４回の収益機会を創出

一世代=25～30年

家族住宅

アクティブ
シニア期の
住宅

シニア住宅・
施設 家族住宅からシニア期をアク

ティブ・安心に過ごせる住宅へ
に住み替えニーズの創出

現在のビジネスドメイン

次世代のビジネスドメイン

残価設定型住宅ローンの展開

2025年４月から一般工務店に拡大

返す



残価設定型住宅ローン

35

返済額軽減オプション

買取オプション

返済額が3～4割に 
死亡時一括返済 金利のみ

• いつでもローン残高で買取 
• 住みかえればマイホーム借上
げ制度で家賃返済

普通の住宅ローン
• 35年～ 
• 元利均等返済 
• 団信付き

残価設定型住宅ローンは、JTIの指定金融機関が提供する住宅ローンに、残価設定月以降なら
いつでも、①ローン返済が大幅に圧縮された死亡時一括償還型の新型リバースモーゲージに転
換させることのできる返済額軽減オプションと、②ローンの残高と同額で土地･建物をJTI又
はJTIの指定する法人に買い取らせることができる買取オプションを付したもの。

･･･9割融資のときは20年～25年後が目安残価設定月＋

残価設定型住宅ローンのポイント

既存住宅ローンに2つのオプション

36

返済額軽減オプション 
• 残価設定月以降、返済額が3～4割程度に圧縮された新型リバースモーゲージに転換。 
• 返済額軽減後は、マイホーム借上げ制度を利用すればほとんどの場合、家賃で返済可能。 
• 新型ＲＭは、死亡時一括返済。JTIが保証する建物の残価に沿って少しずつ元本を減らし、50年
後をめどに金利のみのリバースモーゲージに。 

買取オプション 
• 残価設定月以降はいつでも、また、死亡時にはJTIがローンの残高と同じ価格で買取りを保証。 
残価設定月 
• 残価設定月は、マイホーム借上げ制度で実現可能な家賃をもとに計算した収益還元価値とローン
の残高が一致する時点をJTIが計算。 

利用にかかるコスト 
• オプション付加にかかる費用は借入金額にかかわらず5万円（税別）のみ







JTIが、維持管理体制がしっかりした認定長期優良住宅について、公的
支援を受けた借上げ制度を通じて実現可能なDCF価値を保証、これに基
づいて、指定金融機関が残価設定型住宅ローンを貸付

41

購入者
協賛住宅
事業者

住宅施工・販売

買取オプション
（残価保証）

金融機関

間接的な引当て

住宅ローン
＋

返済額軽減
オプション

購入者
残価買取

金融機関

ローン返済

購入者
買取再販

入居者

マイホーム借上げ
制度による運用

次世代顧客

①　住宅販売時

②　返済額軽減オプション行使後に買取オプションを行使

買取専用
子会社

オプション行使後の
住宅ローンを
免責的債務引受
又は
バックファイナンス

販売・施工住宅の
事前残価査定

代金
①

②

DIY型長期定期借家による安定運用

協賛住宅
事業者

リフォーム等

こんな悩みがあれば「残価が効く」

将来のローン返済への不安から購入に踏み切れない 
• 家は欲しいけれど、35年間の借金をして定年後に払い続けられ
るのか。最近は役職定年もあるから不安。 

今から25年だけ家が買いたい 
• 人生100年時代。ここから、子供が大学に行くころまでの「黄
金の時期」のために新しくて広い家に住みたい。でも必ず住み
続けるとは限らないから家やローンに縛られたくない。 

廉価住宅と差別化したい 
• 競合他社に提供できない「売り」がほしい。 
• 500万円安い「廉価住宅」が「高くみえる」トークがほしい。

42



残価のポイント①　将来不安の解消
これまで 
• ローンの話はほどほ
どにして勢いのある
内に背中を押す。

これから 
• 役職定年（55
歳）・転職による減
俸・定年・雇用延長
による減俸を正面に
見据えて残価オプ
ションやあとから残
価で安心を与えて背
中を押す。
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ローン長期
化により返
済負担懸念
は増大

世代別平均給与

残価のポイント②　ライフチェンジに対応できるローン

人生100年時代は現実 
今欲しい家は子供と人生「黄金
の時代」を過ごす家 
従前は「子供が巣立てば資産に
なる家」 
• ライフステージが変われば住み
かえることがあたり前の時代に。 

• 住むなら「資産」は無意味。 
• 相続させる頃には子供も60歳

44
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残価ローンは、賃貸と所有の両方のメリットを兼ね備えた新しい家の買い方

Start

死ぬまで家賃がかかる。 
好きな家に住めるわけではない。 
リフォームはオーナーの承諾が必要 

土地が値上がりしてもオーナーの利益 
賃貸

役職定年 退職引退

所有＋住宅
ローン

自分の好きな家に住める 
返済は給与減少・退職後も続
くことが多い 
リフォームは自由 

土地が値上がりすれば利益 
長寿化の時代に、相続させる
ころには子供60歳

所有＋残価
設定型住宅
ローン

自分の好きな家に住める 
返済は給与減少・退職の前後から
大幅削減できるオプションあり
リフォームは自由・土地が値上がりすれば利益 

子供はローン残額と共に相続するか、JTI
に引き取ってもらうか買取オプション行使

残価のポイント③：良い家は負担が軽減

素人には500万円安い他社住宅との違いはなかなか分からな
い。 
• 一方、高い家が良いのはあたり前。買えるなら誰でも欲しい。 

どちらのトークが説得的か。 
• わが社の家は500万円高いかもしれませんが、それ以上の品質・機
能を備え、老後に向けて資産価値があります。 

• 普通の住宅を買ったら退職後まで35年間10万円の返済が続きま
す。最高品質のわが社の家は確かに500万円高いが、月の支払にす
れば1～2万円程度。残価設定型住宅ローンなら、当初20～25年目
は12万円ですが、その後は5万円弱に軽減可能。買取オプションを
使えばローンは残りませんし、JTIに借り上げてもらえば家賃で無
理なく返せます。
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すぐに残価＋あとから残価

残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書 
＋残価保証確認証

新制度のポイント
趣旨 
• 残価設定型住宅ローンという金融商品ではなく、住宅営業の差別化のために、「残価保証のある家」をよ
り明確にするための工夫を行う。 

ポイント1：残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書の発行 
• 残価査定ＯＫとなった住宅について、エクセル提案書に加えて、対象住宅が残価設定型住宅ローンを利用
できる残価保証付きの住宅であることを証明。 

ポイント2：家の残価保証確認証の発行：あとから残価 
• 将来不安の前に目先の返済負担引き下げのため、低利変動ローンを希望する顧客が増える中。残価査定を
行っても、残価設定型住宅ローンを借り入れないときは、かせるストック証明書（定額型）しか発行され
ない憾み 

残価査定を受けて可とされたが顧客が残価設定型住宅ローンを借りない場合には、「家の残価保
証確認証」を発行、将来にわたりJTIの残価保証が維持。 
これにより、顧客はいつでも当初の住宅ローンを残価設定型住宅ローンに借り換えられることか
ら、当社住宅の資産性をより強調できると共に、目先の返済負担軽減を優先して変動金利ローン
や40年ローン等を借り入れた顧客に対し、「あとから残価」の選択肢を提供することができる
ように。 

• あとから残価の借換えについては、JTIの全指定金融機関が対応可能（住宅事業者別の縛りはなし。金融
機関によって借換え対応の時期は異なる。25年3月現在、MCJと楽天が対応可能）。

48
家の残価保証確認証はかせるストック証明書（定額型）の保証内容を当然に含みます。



販売時に各戸にあらかじめ発行される証明書

f
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対象物件
R10000物件番号

地番 大分県大分市

取扱い協賛企業・団体
（団体の場合）施工事業者

建物の条件

株式会社

以下の物件は、残価設定型住宅ローンを借り入れ、あるいは、将来に
おいて残価設定型住宅ローンに借り換える権利を確保するために必要
な、残価保証査定が完了していることを証明します。

移住・住みかえ支援適合住宅

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
                   代表理事 大垣尚司

証明書共通番号(査定番号)：V0

・建物のプランや土地･建物の価格が変更された場合、再査定が必要です。
・残価ローン不利用の場合に、将来の借換えに備えてお客様向けに証明書を発行するときは裏面を参照してください。

査定申請時の要件を満たす、以下の事業者が施工する住
宅であって長期優良住宅の認定を受けたものに限る。

残価設定型住宅ローン
利用適合住宅証明書

2023年01月19日
証明書の有効期限

担当ハウジングライフ（住生活）プランナー （H000 ）

※ 残価設定型住宅ローンとは、退職等で将来収入が減少したときに備え、
借入額や条件に基づいて設定される残価設定月以降ならいつでも、
① ローン返済が大幅に圧縮された死亡時一括償還型の新型リバースモーゲージに転換させることので
きる、返済額軽減オプションと、

② ローンの残高と同額で土地･建物をJTI又はJTIの指定する法人に買い取らせることができる買取オプ
ションという、

2つのオプションが付いた、JTIの指定金融機関が提供する住宅ローンをいいます。

残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書（対事業者）

表記住宅を購入されるお客様は、購入時の資金確保、又は、購入後の住宅ローン借換えのために、一般社団法人
移住・住みかえ支援機構（JTI）の指定金融機関が提供する残価設定型住宅ローンを借り入れることができます。

残価設定型住宅ローンは、JTIの指定金融機関が提供す
る住宅ローンに、残価設定月以降ならいつでも、
①ローン返済が大幅に圧縮された死亡時一括償還型の新
型リバースモーゲージに転換させることのできる返済額
軽減オプションと、
②ローンの残高と同額で土地･建物をJTI又はJTIの指定
する法人に買い取らせることができる買取オプションを
付したものです。

残価設定型住宅ローン

残価設定月やその時点における残価保証額は、借入額や借入条件によって異なります。本証明書と同時に送付され
たエクセル提案書を用いて、お客様のご希望に応じたさまざまな前提でシミュレーションを行うことができます。

残価設定の条件

・残価設定型住宅ローンの申込 お客様から直接、指
定金融機関の残価設定型住宅ローン借入れ窓口に、
本証明書を添付するか、Vで始まる、表記証明書共通
番号（査定番号）を記載して申し込んでください。
申請の方法は金融機関によって異なります。

・重要事項説明 申込にあたり、事業者において残価保
証事業にかかる重要事項説明を実施してください。
重要事項説明は、HLP業務支援webの該当画面におい
て査定番号を入力することで、自動的に説明音声が
流れますので、お客様と共に最後まで聴いた上で、
質問等があれば適宜対応をお願い致します。

・融資審査 残価設定型住宅ローンの借入れにあたって
は、別途金融機関において通常の住宅ローンと同様
の融資審査がなされます。結果によってはご利用に
なれなかったり、希望の金額を借り入れることが出
来ない場合があります。

お客様が購入時に残価設定型住宅ローンを
利用される場合

・将来の借換え保証 お客様が当初に残価設定型住宅
ローンを利用しない場合、購入時にお客様を名義人と
する残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書を取得
しておけば、当初の査定残価が将来にわたり保証され
ますので、いつでも、指定金融機関の残価設定型住宅
ローンに借り換えることにより、返済額軽減オプショ
ンや買取オプションが利用可能となります。

・証明書発行の申込 お客様が残価設定型住宅ローン利
用適合住宅証明書の発行を希望される場合、お客様に
本証明書に添付された発行申込書をご記入いただき、
事業者経由でJTIに申請してください。

・証明書の交付 証明書は事業者にまとめて送付いたし
ますので、事業者においてお客様に交付をお願いしま
す。

お客様が残価設定型住宅ローン以外の
一般住宅ローンを利用される場合

購入後に利用者に発行される証明書

以下の対象物件がマイホーム借上げ制度の利用において年齢制限撤廃・最低保証家賃の保証等の有利
な取扱を受けるために必要な適合住宅の要件を満たすことを証すると共に、同対象物件の取得のため
に借り入れた住宅ローンの借換えのために、指定金融機関から残価設定型住宅ローンを借り入れると
きは、新たに残価査定を行うことなく、残価設定型住宅ローンの利用に必要な、かｅせるオプション
証明書（残価設定型）を発行することを確認します。

移住・住みかえ支援適合住宅証明書（定額型）

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
                   代表理事 大垣尚司

証明書共通番号

残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書

※ 残価設定型住宅ローンとは、退職等で将来収入が減少したときに備え、
借入額や条件に基づいて設定される残価設定月以降ならいつでも、
① ローン返済が大幅に圧縮された死亡時一括償還型の新型リバースモーゲージに転換させることのできる、返済額軽
減オプションと、

② ローンの残高と同額で土地･建物をJTI又はJTIの指定する法人に買い取らせることができる買取オプションという、
2つのオプションが付いた、JTIの指定金融機関が提供する住宅ローンをいいます。

対象物件
-物件番号

地番

取扱い協賛企業・団体
（団体の場合）施工事業者

認証の種類
認定者
認定番号

維持管理プラン ()

制度利用者 氏名
住所

登録メールアドレス

マイホーム借上げ制度利用時の最低保証家賃　月額（1月未満の場合は日割とする）
本確認書の有効期限：

担当ハウジングライフ（住生活）プランナー
<非関連テーブル>（<非関連テーブル

>）

家の残価保証確認証

大垣 尚司
〒112-0015

発行日

対象物件

担当ハウジングライフ（住生活）プランナー （H00 ）

対象債務

契約日
金融機関契約番号
貸主金融機関
借入人
連帯債務者
借入額
最終期限

2022年12月12日

R1000物件番号
地番 兵庫県神戸市

取扱い協賛企業・団体
（団体の場合）施工事業者

認証の種類
認定者

株式会社
株式会社

認定番号

かせるストック（定額型）
　以下の物件が、一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）が提供するマイホーム借上制度の利用におい
て、裏面規定に従い、最低家賃の保証、買取オプションの行使、その他の有利な取扱いを受け、また、以下の
指定金融機関が提供する残価設定型住宅ローンを利用するために必要な耐久性・耐震性、維持管理体制その他
の基準要件を満たす借上げ適合住宅であることを証します。

最低保証家賃・残価設定条件の表示

マイホーム借上げ制度利用時の最低保証家賃　月額70,000円（1月未満の場合は日割とする）

かｅせるオプション（残価設定型）

移住・住みかえ支援適合住宅証明書

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
                   代表理事 大垣尚司残価条件確認等に使

用するQRコード

維持管理プラン

証明書共通番号(査定番号)：V000

※　指定金融機関が提供する返済額軽減オプション行使後は、借換・条件変更後のローン。

指定金融機関 （F ）

本証明書に基づく権利行使の有効期限：0000年00月00日

残価保証額 円

残価設定月 （1か月目）

又は、権利行使時における対象債務の元本残高のいずれか少ない金額

同日に行使する場合の通知期限：（6か月前）

※　残価設定月と残価保証額は、期限前一部返済や融資金利の変更等、理由の如何を問わず、融資残高が当初予定から
変更されたときは再計算の上変更されます。変更後の金額はJTIにお問い合わせください。

※ 金融機関によっては返済額軽減オプションの行使日が通知から6か月目以降の約定返済日となる場合があります。

認定長期優良住宅

残価ローンを借り入れたとき
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残価ローンを借りないとき



営業の流れと各証明書の発行タイミング

51

分譲土地仕込 
請負商談開始

残価プレ査定

残価保証が可能か
を事前に確定

残価査定

事業者向け 
証明書

残価保証・残価設定型住
宅ローンの利用が可能で
あることを証明

＋
残価ローン
excel提案書

案件受注

〇残価ローン 
　利用

かｅせるオプション証明書

残価保証確認証

✕通常ローン 
　利用

残価設定月以降、 
ローン残高で買取保証

いつでも残価ローンに当初
査定条件で借換可能

残価ローンに借換え

メンテナンスプラン実施が
両証明書効力維持の条件

事業者向け 
証明書

営業活動 引渡し受注

①

②A

②B

案件進捗連絡

残価保証を通じた 
住宅ビジネスの差別化



残価設定型住宅ローンの使いかた

受注獲得のために使う。 
• 受注後に「使えるローンの1つ」として紹介するのでは効果が半減。 
まず、残価査定を受ける。 
• スマホから簡単に個別査定申請が可能。 
• 査定後、ＨＬＰ取得時に登録したメルアド（変更可能）に提案書エ
クセルと残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書が送付。 

ローンではなく家を差別化する要素として活用。 
• 日立とシャープの冷蔵庫でどちらが冷えるかを基準に家を決める人
は稀。価格競争はred oceanに。 

査定後の事務は、ローン申請時に利用申請するだけ。 
• 重要事項説明はスマホから録音が利用可能。
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家が高すぎてとても買えない
• 低利の変動ローンを借りてもどうせ年内に利上げで
しょ？ 

• 40年ローン、50年ローンを組めば確かに借りられる金
額は増えるし、目先の負担も減るけど、70歳以降も返し
続けるのは無理。 

• 退職金で返せるっていうけど、転職したら激減でしょ？

当社の住宅は残価設
定型住宅ローンが借
りられます！！



分譲住宅は販売時、 
注文住宅は契約前に、残価保
証の利用可否をJTIが確認。 
残価設定の条件は、お客様の
年齢や資金プランに応じて住
宅事業者の営業担当者が試算
してご提案します。
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✴ 住宅ローンのお借り入れについては別途金
融機関の審査があります。 

✴ 残価保証の最終条件は融資の最終条件が決
定してから確定します。

残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書で確認

あとから残価ローンに借り換えたいのですが

今はできるだけ低い金利を選択。 
でも、あとから不安になったら残価ローンに借換え 
・・・そんな都合のいいことあり？

当社の住宅なら問題ありません！！



証明書があればいつでも
残価ローンに借り換え可能

今残価ローンを借りない場
合は、お客様向けに、いつ
でも最初に借りた住宅ロー
ンを残価ローンに借り換え
られる証明書を発行 
• 指定金融機関にVで始まる番
号を添えて申し込むだけ。 

• 再度残価査定は不要です。 
- その時点で、別途、金融機
関の融資審査があります。
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以下の対象物件がマイホーム借上げ制度の利用において年齢制限撤廃・最低保証家賃の保証等の有利
な取扱を受けるために必要な適合住宅の要件を満たすことを証すると共に、同対象物件の取得のため
に借り入れた住宅ローンの借換えのために、指定金融機関から残価設定型住宅ローンを借り入れると
きは、新たに残価査定を行うことなく、残価設定型住宅ローンの利用に必要な、かｅせるオプション
証明書（残価設定型）を発行することを確認します。

移住・住みかえ支援適合住宅証明書（定額型）

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
                   代表理事 大垣尚司

証明書共通番号

残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書

※ 残価設定型住宅ローンとは、退職等で将来収入が減少したときに備え、
借入額や条件に基づいて設定される残価設定月以降ならいつでも、
① ローン返済が大幅に圧縮された死亡時一括償還型の新型リバースモーゲージに転換させることのできる、返済額軽
減オプションと、

② ローンの残高と同額で土地･建物をJTI又はJTIの指定する法人に買い取らせることができる買取オプションという、
2つのオプションが付いた、JTIの指定金融機関が提供する住宅ローンをいいます。

対象物件
-物件番号

地番

取扱い協賛企業・団体
（団体の場合）施工事業者

認証の種類
認定者
認定番号

維持管理プラン ()

制度利用者 氏名
住所

登録メールアドレス

マイホーム借上げ制度利用時の最低保証家賃　月額（1月未満の場合は日割とする）
本確認書の有効期限：

担当ハウジングライフ（住生活）プランナー
<非関連テーブル>（<非関連テーブル

>）

家の残価保証確認証

大垣 尚司
〒112-0015

発行日

残価保証のある家を選ぶ
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以下の対象物件がマイホーム借上げ制度の利用において年齢制限撤廃・最低保証家賃の保証等の有利
な取扱を受けるために必要な適合住宅の要件を満たすことを証すると共に、同対象物件の取得のため
に借り入れた住宅ローンの借換えのために、指定金融機関から残価設定型住宅ローンを借り入れると
きは、新たに残価査定を行うことなく、残価設定型住宅ローンの利用に必要な、かｅせるオプション
証明書（残価設定型）を発行することを確認します。

移住・住みかえ支援適合住宅証明書（定額型）

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
                   代表理事 大垣尚司

証明書共通番号

残価設定型住宅ローン利用適合住宅証明書

※ 残価設定型住宅ローンとは、退職等で将来収入が減少したときに備え、
借入額や条件に基づいて設定される残価設定月以降ならいつでも、
① ローン返済が大幅に圧縮された死亡時一括償還型の新型リバースモーゲージに転換させることのできる、返済額軽
減オプションと、

② ローンの残高と同額で土地･建物をJTI又はJTIの指定する法人に買い取らせることができる買取オプションという、
2つのオプションが付いた、JTIの指定金融機関が提供する住宅ローンをいいます。

対象物件
-物件番号

地番

取扱い協賛企業・団体
（団体の場合）施工事業者

認証の種類
認定者
認定番号

維持管理プラン ()

制度利用者 氏名
住所

登録メールアドレス

マイホーム借上げ制度利用時の最低保証家賃　月額（1月未満の場合は日割とする）
本確認書の有効期限：

担当ハウジングライフ（住生活）プランナー
<非関連テーブル>（<非関連テーブル

>）

家の残価保証確認証

大垣 尚司
〒112-0015

発行日

当初は一般住宅
ローンを利用 35年～40年同じ金額の返済が続く

残価ローン利用 
適合証明書

残価設定月以降は 
①返済額軽減 

いつでも残価ローンに
借換え可能

残価設定月

＋②借上げ運用＋③買取オプション

当初から残価設
定型住宅ローン
を利用


